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昨年の様子

給与天引きなの
で、納め忘れも
なく安心です。

（左から）野志市長、大森岡山市長、
大西高松市長、松井広島市長
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催
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催
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。
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た
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を
中
心
に
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戸
内
の
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Ｎ
Ｓ
な
ど

で
発
信
し
、
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ず
れ
も
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標
数
を
上
回
る
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数
で
し
た
。
ま
た
次
年
度
は
欧
米
に
向
け

た
プ
ロ
モ
ー
シ
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ン
な
ど
を
行
う
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と
を
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定
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
４
市
が
協
力
し
、
観
光
の
回

遊
性
や
滞
在
性
を
高
め
る
こ
と
を
確
認
し
ま

し
た
。

問子育て世帯消費促進協議会 ☎948–6714・ 934–1844

問地域経済課 ☎948–6783・ 934–１８４４ 問市民税課 ☎948–6290・ 934–1802

　本市から購入引換券が届いた人は、対象となる店舗などでプレミア
ム付きの電子マネーなどを購入できます。購入希望者は、購入引換券・
購入窓口来訪者の本人確認書類（免許証・保険証など）・購入代金が
必要です。
※対象となる電子マネーや購入窓口などは、購入引換券の同封物や市
ホームページでご確認ください

　消費税率の引き上げに伴う中小企業支援のため、中小企業診断士な
どの専門家を配置し、経営問題などに関する個別相談を行います。

（１回あたり相談時間は１時間程度）

 特別徴収（給与天引き）とは 　
　給与の支払者である事業主が、
従業員の個人市・県民税を毎月の
給与から天引き（特別徴収）し、
翌月の10日までに市へ納入する制
度です。事業主は原則全ての従業
員の個人市・県民税を特別徴収す
ることが義務付けられています。

※従業員には、パート、アルバイ
ト、役員なども含みます
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議

市子育て世帯消費喚起事業のお知らせ

　 増税対策アドバイザー制度

対象  10月１日から令和２年３月31日まで（以下「対象期間」
という）に出生、または対象期間に出生したのち対象期間
内に転入し、松山市の住民基本台帳に登録された子が属す
る世帯の世帯主
※対象となる出生・転入の
届出から約２カ月で購入引
換券を発送します（11月
下旬から順次発送予定）
販売金額  対象となる電子
マネーなど5,000円（１口）
を4,000円で購入できま
す（対象となる子１人に
つき５口まで購入可能）

対象  中小企業・小規模事業者、個人事業主（事前予約優先）
開催期間  令和２年３月末まで
料金  無料
開催場所・日時・申し込み  未

みら

・ 来
くる

Job
まつやま（湊町三丁目）。毎週木曜
日13～19時☎948-8035　▶︎松山
商工会議所（大手町二丁目）。毎週月
曜日13～17時 ☎941-4111
※いずれも電話で事前予約　　

ご存知ですか⁉
　　個人市・県民税の特別徴収

特別徴収の仕組み

日時・会場  11月24日㈰10～12時▶︎集合・受け付け＝９時30分（松山
城ロープウェイ駅舎〈大街道三丁目〉２階）
内容  坂の上の雲ミュージアム館長の解説を交えながら、正岡子規が明
治28年秋、市内を吟行した句集「散策集」から「御幸寺山麓コース」
をたどるウオークイベント▶︎行程＝東雲神社下→六角堂→地蔵堂→勝山
通り→護国神社周辺→御幸寺・一草庵→千秋寺→愛媛大学→杉谷町（現：
緑町）→ロープウェー通り→坂の上の雲
ミュージアム
※移動手段は徒歩（約３㌔）。雨天決行
対象  小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員  20人程度（先着順）
料金  無料
申し込み・問い合わせ  11月20日㈬（必着）。電話・はがき・ファクス・ｅメー
ル。住所・氏名・年齢・電話番号を〒790-0001一番町三丁目20番地
坂の上の雲ミュージアム「フィールドミュージアムツアー」係☎915-
2600・ 915-3600・  sakakumo-museum@yon-b.co.jpへ

フィールドミュージアムツアー2019
「松山今昔－子規さんが吟行した城北のみち」

市制施行130周年記念
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特別徴収Ｑ＆Ａ
Ｑ どうしても特別徴収になりますか？
Ａ  　地方税法で特別徴収することが

義務付けられていますので、従業員
の個々の希望で普通徴収（個人が
納付書や口座引き落としで納める方
法）を選択することはできません。

Ｑ  特別徴収にするメリットは何ですか？
Ａ  　年12回に分けて給与から天引き

されるため、年４回で個人が納める
普通徴収に比べて１回あたりの負担
が少なくなります。

　　なお、市があらかじめ天引きする
税額を計算するので事業主にとって
も所得税のような税額の計算をする
手間はかかりません。

Ｑ  特別徴収に切り替える場合、従業員
が手続きする必要はありますか？

Ａ  　従業員が直接手続きをする必要
はありません。切り替えの手続きは
事業主が行います。

Ｑ  ２カ所以上で働いているのですが、
どの勤務先から特別徴収されるの
ですか？

Ａ  　原則として、前年の給与収入額
が大きい勤務先から特別徴収され
ますが、給与支払報告書の内容や
前年度の状況から、市がどの勤務先
から特別徴収するかを決定します。

Ｑ  会社の給与以外に副業収入がある
のですが、副業収入分にかかる個
人市・県民税を普通徴収とするこ
とはできますか？

Ａ  　 副 業 収 入 が 給
与収入以外の場合
は、申告時に徴収
方 法 を 選 択
することで、
普通徴収にす
ることもでき
ます。

従業員 事業主 市役所

③税額通知書の配付
（税額の天引き開始まで）

④給与から税額を天引き
（６月から翌年５月まで毎月、計12回）

②税額の計算及び通知
（５月中旬）

⑤税額の納入
（翌月10日まで）

①給与支払報告書の提出
（１月末まで）

ご利用
ください


